
（別添４）

平成３０年度鳥取県市町村創生交付金　対象事業 若桜町

（１）基本交付額分

対象事業名 事業名・事業内容
事業費

（千円）

1

１　主体的な住民活動への支援
（１）地域住民が主体となり、地域
の振興又は観光振興につながる活動
に要する経費

【「元気だで」村づくり交付金事業】
　各集落が実施する明るく住みよい村づくりにつなが
る活動に対し交付金を交付し、集落内での総事、行事
等の活性化、地域の支え合い活動等を支援する。

1,603

2

１　主体的な住民活動への支援
（２）公共交通機関利用促進のため
に住民が主体となって行う活動に要
する経費

【若桜鉄道協力会補助金】
　若桜鉄道の利用促進運動を展開している若桜鉄道協
力会に補助金を交付する。

1,400

3

１　主体的な住民活動への支援
（２）公共交通機関利用促進のため
に住民が主体となって行う活動に要
する経費

【若桜駅を元気にする会補助金】
　住民主導型により、若桜駅周辺や沿線の活性化を推
進する若桜駅を元気にする会に補助金を交付する。

320

4

２　観光・交流の推進
（１）県内農山漁村と県外の住民の
交流を通じ、地域の活性化を促進す
る活動に要する経費

【地域間交流事業】
　東京都武蔵野市、福井県若狭町、兵庫県多可町との
交流を行い、地域の活性化を促進する。

940

5

３　福祉保健の充実
（１）障害者又は高齢者が自宅にお
いて自立した生活を送るための居住
環境の整備に対する助成に要する経
費

【高齢者住宅改良助成事業】
　高齢者の段差解消等の住宅改良に必要な経費（限度
額80万円）の2/3相当額を助成する。

533

6

３　福祉保健の充実
（１）障害者又は高齢者が自宅にお
いて自立した生活を送るための居住
環境の整備に対する助成に要する経
費

【高齢者日常生活用具給付事業】
　ひとり暮らしの高齢者の電磁調理器等の購入費用を
助成する。

40

7

３　福祉保健の充実
（１）障害者又は高齢者が自宅にお
いて自立した生活を送るための居住
環境の整備に対する助成に要する経
費

【障がい者住宅改良助成事業】
　要介護又は要支援認定を受けた者が、段差解消等の
住宅改良に必要な経費（限度額100万円）の2/3相当額
を助成する。

666

8

３　福祉保健の充実
（１）障害者又は高齢者が自宅にお
いて自立した生活を送るための居住
環境の整備に対する助成に要する経
費

【身体障がい者施設入所者就職支度金支給事業】
　施設入所者の就職が決定した場合、就職支度金（一
人につき36,000円）を支給する。

36

9

６　農林水産業等の振興
（１）農林水産業（県産品を取り扱
う、又は取り扱う予定のある食品加
工業及び木材産業を含む。以下同
じ。）の新規就業者のための住宅の
修繕若しくは家賃又は新規就農者の
農地の賃借に対する助成に要する経
費

【新規就農者支援事業】
　農業後継者確保のため、新規就農者に対し研修費補
助金を交付する。

50

10

６　農林水産業等の振興
（２）農地の賃借及び農作業の受託
を行う認定農業者等に対する助成に
要する経費

【農作業受託組織育成事業】
　農作業の受託を行う（有）若桜農林振興のコンバイ
ンリースに対し1/2の助成を行う。

476

11

６　農林水産業等の振興
（２）農地の賃借及び農作業の受託
を行う認定農業者等に対する助成に
要する経費

【規模拡大農業者支援事業】
　農地の賃借及び農作業の受託により耕作規模を拡大
しようとする認定農業者を支援する。

320

12

６　農林水産業等の振興
（５）地産地消意識の高揚及び普及
定着を図るための活動及び食育に関
する取組に要する経費

【特産品開発支援事業】
　若桜町の地域資源や特性を活かした特産品等（しい
たけ、いちご、雑穀等）の開発を支援し、地産地消意
識の普及定着を図る。

1,892

13

６　農林水産業等の振興
（５）地産地消意識の高揚及び普及
定着を図るための活動及び食育に関
する取組に要する経費

【特産物振興対策事業】
　若桜町が推奨している特産物（小豆、そば、夏大根
等）の生産者に助成を行い、地産地消意識の普及定着
を図る。

1,230

1/2



対象事業名 事業名・事業内容
事業費

（千円）

14

７　人権尊重の社会づくりの推進
（１）人権問題解決のため住民学習
を計画又は運営する人権教育推進員
の設置に要する経費

【人権教育推進員人件費】
　報酬、報償費、社会保険料

2,901

15

７　人権尊重の社会づくりの推進
（２）人権問題解決のための住民の
自立支援及び福祉の向上を図る相談
員の隣保館等への設置に要する経費

【生活相談員人件費】
　報酬、報償費、社会保険料

2,546

16

８　地域文化、芸術の振興
（２）文化財（市町村指定が見込ま
れるものを含む。）の補修又は活用
に要する経費

【文化財保護事業】
　若桜鬼ヶ城跡の環境整備と不動院岩屋堂のパンフ
レット作成を行う。

365

17

８　地域文化、芸術の振興
（３）小・中学校等で行う音楽、演
劇等の芸術鑑賞会の開催に要する経
費

【青少年劇場巡回公演】
　青少年劇場巡回公演を開催する。

310

18 ９　市町村の自主的な行政運営

【集落公民館等施設整備事業補助金】
　自治会が実施する外灯設備の新設・改修・交換事業
及び集落公民館の新築・改修事業、集落内放送設備の
新設・改修事業に要する費用に対して補助金を交付す
る。

1,459

19 ９　市町村の自主的な行政運営
【国際交流事業】
　大韓民国江原道平昌郡との友好交流を行う。

2,587

20 ９　市町村の自主的な行政運営
【インフルエンザ予防事業】
　インフルエンザの発症を予防し、重症化を防ぐた
め、中学生以下の予防接種費用を助成する。

1,229

21 ９　市町村の自主的な行政運営
【お土産品・特産品開発支援事業補助金】
　商工会及び会員事業所が若桜町の土産品を開発し販
売促進するための費用を補助する。

1,000

22 ９　市町村の自主的な行政運営

【プレミアム付商品券発行事業】
　若桜町商工会及びトスク（株）が発行するプレミア
ム付商品券の割増部分を補助し、地元消費の拡大と商
工業の振興を図る。

6,500

23 ９　市町村の自主的な行政運営

【小規模住宅改修事業費助成金】
　町民が行う住宅の改修に要する経費を助成すること
で、定住の推進及び町民の住環境の向上並びに地域経
済の活性化を図る。

5,000

事業費　計 33,403

平成３０年度交付決定額の算定方法 （単位：千円）

基本交付額分

対象事業費 ［①］ 33,403

基本交付基準額（①×1/2　千円未満端数切り捨て）［②］ 16,701

基本交付額 ［③］ 9,627

②と③のいずれか低い額 ［④］ 9,627

調整交付額分

対象事業費 ［⑤］ 0

調整交付基準額（事業ごとの事業費×1/2（１事業の上限1,500千円 千円未満端数切捨て）の計）［⑥］ 0

⑥を上限に採択状況に応じて配分した額 ［⑦］ 0

平成３０年度　交付額 ［④＋⑦＝⑧］ 9,627

平成２９年度　精算額 ［⑨］ 0

平成３０年度　交付決定額　 ［⑧＋⑨＝⑩］ 9,627
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